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第６部 １ 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画について 

１ 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画について 
 

（１）障害福祉計画・障害児福祉計画とは 

障害福祉計画は、障害者総合支援法に規定されるサービスを計画的に整備することを

目的として、市町村及び都道府県が地域の実情等に基づき策定するもので、本計画は第

７期にあたります。 

障害児福祉計画は、児童福祉法に規定されるサービスを計画的に整備することを目的

として、市町村及び都道府県が地域の実情等に基づき策定するもので、本計画は第３期

にあたります。 

計画期間は、共に、令和６(2024)年度から令和８(2026)年度までの３か年計画とな

っています。 

 

（２）計画の内容 

■重点的に取り組む目標 

令和８(2026)年度までに重点的に取り組む目標とその考え方、目標達成のための方

策等について定めます。この目標設定にあたっては、国の基本指針を参考に、これまで

の実績などの地域の実情等を踏まえて設定しています。 

目標１ 福祉施設から地域生活への移行 

目標２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

目標３ 地域生活支援の充実 

目標４ 福祉施設から一般就労への移行等 

目標５ 障害児支援の提供体制の整備等 

目標６ 相談支援体制の充実・強化 

目標７ 障害福祉サービス等の質の向上 

 

■障害者総合支援法に基づくサービス 

障害者総合支援法に基づくサービスについて、各サービスの概要と、令和６(2024)

年度から令和８(2026)年度までの各年度における見込量などを定めます。 

 

■児童福祉法に基づくサービス 

児童福祉法に基づくサービスについて、各サービスの概要と、令和６(2024)年度か

ら令和８(2026)年度までの各年度における見込量などを定めます。 

 

■地域生活支援事業等に関する事項 

地域生活支援事業等について、各事業の概要と、令和６(2024)年度から令和８

(2026)年度までの各年度における見込量などを定めます。  
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第６部 ２ 重点的に取り組む目標 

２ 重点的に取り組む目標 
 

目標１ 福祉施設から地域生活への移行 

【概要】 

福祉施設に入所している障害のある方について、グループホームやひとり暮らしなど、

地域生活への移行を推進します。 

 

令和５（2023）年度までの進捗状況 
 

【目標と実績】 

①入所施設から地域生活への移行者数 

令和５(2023)年度末 
までの目標 

令和４(2022)年度末 
までの実績 

令和４(2022)年度末 
までの進捗率 

31 人 34 人 109.7％ 

 

②施設入所者の削減 

見込まない（０人） 

 

【目標設定の考え方】 

○目標①については、令和元(2019)年度末時点の施設入所者数 508 人のうち、６％

（国の指針に基づく割合）の 31 人と設定しました。 

なお、この数値は、令和元(2019)年度末時点の施設入所者に対象を限定せず、 

令和２(2020)年度以降の新たな施設入所者も含めて算出しています。 

○目標②については、本市の入所施設の定員数が少ないことや、障害の状況などを理

由に入所施設の利用が新たに必要な方がいることなどを踏まえ、現状の水準を維持

する（削減は見込まない）こととしました。 

 

【進捗状況】 

○令和４(2022)年度までの実績は、目標値を達成することができました。 

○入所施設からの地域移行を促進し、障害のある方の地域生活を支える機能の充実を

図るため、平成 30(2018)年度から、生活の基盤が崩れかけた方を一定期間受け

入れて生活を整える「短期入所事業」を障害者支援施設（入所施設）「井田重度障

害者等生活施設（桜の風）」で実施しています。 

○地域生活への移行を促進するため、陽光ホーム（２床）において、入所施設や精神

科病院等から地域生活への移行を希望する方に対して、グループホームの一時的な

体験利用の機会を提供する「障害者地域生活体験事業」を実施しています。 

○地域移行に向けた課題を把握・共有し、その解決に向けた取組を推進するための協

議の場を設けています。 
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第６部 ２ 重点的に取り組む目標 

○入所施設からの地域移行を促進するために、支援の具体的な手法の標準例を取りまと

めた「川崎市入所施設からの地域移行業務ガイドライン」を作成しました。 

○入所施設からの地域移行に関する実務からの課題抽出、専門部会の運営及び課題等

を上記ガイドラインに反映させ、関係機関がより地域移行に取り組みやすくするた

め、地域移行コーディネーターを市内２か所の入所施設に配置しています。 

 

 

 

■目標 

項目 数値 算出方法 

令和４(2022)年度末時点の入所者数（Ａ） 524 人  

【目標①】（Ｂ） 
入所施設から地域生活への移行者数 
（令和８(2026)年度末まで） 

32 人 （Ａ）の６％ 

令和８(2026)年度までに入所施設の利用が新たに 
必要な方の見込数（Ｃ） 32 人  

令和８(2026)年度末時点の入所者数（見込み）（Ｄ） 524 人 （Ａ－Ｂ＋Ｃ） 

【目標②】（Ｅ） 
施設入所者の削減数（令和８(2026)年度末） ０人 （Ａ－Ｄ） 

 

■目標設定の考え方 

○目標①については、令和４(2022)年度末時点の施設入所者数 524 人のうち、

６％（国の指針に基づく割合）の 32 人と設定します。 

なお第５次当初計画においては、目標値設定以降の新たな施設入所者も含めて

実績値として算出することとしておりましたが、専門部会の設置、ガイドライ

ンの作成等、地域移行に対する地域への環境整備が一定程度進んだため、国と

同様の目標設定とします。 

○目標②については、本市の入所施設の定員数が少ないことや、障害の状況など

を理由に入所施設の利用が新たに必要な方がいることなどを踏まえ、現在の水

準を維持する（削減は見込まない）こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（参考） 

神奈川県内の入所施設については、神奈川県による総量規制が行われていますが、本市

の入所施設の定員数（定員 347 名（令和５(2023)年４月１日時点））は、神奈川県内で

極端に少ない状況です。そのため、入所施設の設置など受入れ枠の拡大や、本市市民に不

利益が生じないよう県立施設における適切な入所調整の仕組みを構築することを神奈川

県に対して要望しています。 

参考・国の指針 

目標① 令和８(2026)年度末までに、令和４(2022)年度末時点の施設入所者数の６％以

上を地域生活へ移行 

目標② 令和８(2026)年度末時点の施設入所者数を、令和４(2022)年度末時点の施設入

所者数から、５％以上削減 

令和８(2026)年度までの目標 
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第６部 ２ 重点的に取り組む目標 

目標達成のための方策 
 

○障害のある方が「チャレンジ・安心・選択」できるよう、地域における重層的な支援

体制の構築に向け、丁寧な意思決定支援の推進、地域相談支援や自立生活援助の促

進、本人・家族・関係者の地域移行への理解促進、支援力（専門性）の向上、障害の

重度化・高齢化への対応など、入所施設及び地域生活を支えるサービス事業所と連携

し、入所施設から地域生活への移行・定着を促進するための取組を実施します。 

○関係機関への研修等により「川崎市入所施設からの地域移行業務ガイドライン」の普

及啓発を行い、関係者の支援力の向上を図るとともに、日中サービス支援型や主に行

動障害等の重度障害のある方に対応したグループホームの整備促進や、地域移行に

取り組む入所施設・グループホームに対する支援に取り組みます。特に、入所施設に

ついては、地域移行後に円滑な地域生活を送るための支援を重点的に行う入所施設

（通称「通過型入所施設」）の取組等をガイドラインや研修に取り入れ、先行事例の

共有を行います。 

○地域移行を希望する方などに対するグループホームの一時的な体験利用について、

「障害者地域生活体験事業」を陽光ホーム（２床）において引き続き実施するととも

に、その他の方法による体験機会の確保に取り組みます。 

○入所施設やグループホーム、通所事業所等の従事者に対し、意思決定支援に関する研

修を実施するとともに、強度行動障害支援者養成研修について、「基礎編」に加えて

「実践編」を実施する等、適切な支援を行う職員の人材育成に取り組みます。 

○行動障害や重度障害のある方に対応した生活介護事業所等の整備を促進するための

手法などについて検討します。 

○生活の基盤に課題がある方を一定期間受け入れて生活を整える「短期入所事業」を障

害者支援施設（入所施設）「井田重度障害者等生活施設（桜の風）」で引き続き実施し

ます。 
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第６部 ２ 重点的に取り組む目標 

目標２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【概要】 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

 

令和５（2023）年度までの進捗状況 
 

【目標と実績】 

項目 
目標 

（令和５年度）

実績 

令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 

令和５(2023)年度の
精神病床における退
院率 

①入院後３か月時点 69％   

②入院後６か月時点 86％   

③入院後１年時点 92％   

令和５(2023)年度末
の精神病床における
１年以上の長期入院
者数 

④65歳未満 212 人 296 人 281 人 

⑤65歳以上 385 人 485 人 444 人 

⑥精神病床から退院後１年以内の地域に 
おける平均生活日数（令和５(2023)年度） 316 日   

※「令和５(2023)年度の精神病床における退院率」及び「精神病床から退院後１年以内の地域における平
均生活日数（令和５(2023)年度）」の実績は、国統計資料が公開されていないため、掲載していません。 

 

【目標設定の考え方】 

○目標①、②、③、⑥については、過去の実績などを踏まえ、国の指針と同様の水準

としました。 

○目標④、⑤については、精神保健福祉資料（厚生労働省が実施する調査）における

長期入院患者数の実績などを踏まえて算出しました。 

 

【進捗状況】 

○目標①、②、③、⑥については、国統計資料が公開されておらず、進捗の評価がで

きなかったほか、今後も公開される見込みがないことから、本市の地域移行・地域

定着支援の取組をより適切に評価できる目標の設定が必要です。 

○目標④、⑤については目標値を超えていますが、令和３（2021）年度と令和４

（2022）年度を比較すると、65 歳未満の長期入院者数は 15 名減少し、65 歳

以上の長期入院者数は 41 名減少しています。長期入院者の地域移行に向けた取

組は成果が見られつつありますが、今後は退院に向けたよりきめ細やかなアプロー

チ方法について検討する必要があります。 
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■令和５(2023)年度までの見込み量と実績 

名称 単位 
令和３年度 

（2021 年度） 
令和４年度 

（2022 年度） 
令和５年度 

（2023 年度） 

  見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

保健・医療・ 
福祉関係者に 
よる協議の場 

開催回数 回／年 6 6 6 6 6 6 

構成員数 人 20 40 20 36 20 36 

内
訳 

参加者数（保健） 人／年 6 24 6 31 6 6 

参加者数 
（精神医療） 

人／年 30 48 30 50 30 30 

参加者数 
（医療・精神以外） 

人／年 18 40 18 43 18 18 

参加者数（福祉） 人／年 27 65 27 41 27 27 

参加者数 
（当事者及び家族） 

人／年 24 21 24 28 24 24 

精神障害者の地域移行支援 人／年 61 45 61 71 61 61 

精神障害者の地域定着支援 人／年 17 24 17 16 17 17 

精神障害者の共同生活援助 人／年 7 11 7 16 7 7 

精神病床における退院患者の退院後の行き先 
（自宅やアパート等に退院した数） 

人／年 14 15 14 19 14 14 

ピアサポート活動をする人 人／年 20 12 22 16 24 24 

災害派遣精神医療チーム体制整備のための
運営委員会 

回／年 2 2 2 3 2 2 

※保健・医療・福祉関係者による協議の場の参加者数は年間の延べ人数です。 
※令和５(2023)年度実績は見込み 
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■目標 

 項目 目標 

① 精神障害者の地域移行支援数（令和８(2026)年度末までの累計）【新規】 183 人 

 

■目標設定の考え方 

○目標①については、令和３（2021）年度と令和４（2022）年度の地域移行

支援数の累計数（116 人）を基準とし、支援の裾野を広めながら関係機関と

の連携体制を構築する取組の効果を見込み、183 人と設定します。 

○国の指針にある「入院後３ヶ月時点の退院率」、「入院後６ヶ月時点の退院率」、

「入院後１年時点の退院率」、「精神病床から退院後１年以内の地域における平

均生活日数」については、今後も国統計資料が公開される見込みがないことか

ら目標の設定は行いません。 

○「精神病床における１年以上の長期入院患者数」についても、目標の設定に必

要な各種指標データの国からの提供が都道府県に限られていることから目標

の設定は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考・国の指針 

目標① 令和８(2026)年度における入院後３ヶ月時点の退院率を 68.9％以上 

目標② 令和８(2026)年度における入院後６ヶ月時点の退院率を 84.5％以上 

目標③ 令和８(2026)年度における入院後１年時点の退院率を 91％以上 

目標④ 令和８(2026)年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者数 

（65 歳以上、65 歳未満） 

目標⑤ 令和５(2023)年度における精神病床から退院後１年以内の地域における 

平均生活日数を 325.3 日以上 

令和８(2026)年度までの目標 
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■令和８（2026）年度までの見込量 

名称 単位 
令和６年度 
（2024 年） 

令和７年度 
（2025 年） 

令和８年度 
（2026 年） 

保健・医療・福祉関係者
による協議の場 

開催回数 回／年 6 6 6 

構成員数 人 20 20 20 

内
訳 

参加者数 
（保健） 

人／年 6 6 6 

参加者数 
（精神医療） 

人／年 30 30 30 

参加者数 
（医療・精神 
以外） 

人／年 18 18 18 

参加者数 
（福祉） 

人／年 27 27 27 

参加者数 
（当事者 
及び家族） 

人／年 24 24 24 

目標設定及び 
評価の実施回数
【新規】 

回／年 1 1 1 

精神障害者の地域定着支援 人／年 20 20 20 

精神障害者の共同生活援助 人／年 13 13 13 

精神障害者の自立生活援助【新規】 人／年 3 3 3 

精神障害者の自立訓練【新規】 人／年 3 3 3 

精神病床における退院患者の退院後の 
行き先（自宅やアパート等に退院した数） 

人／年 17 17 17 

ピアサポート活動をする人 人／年 14 14 14 

災害派遣精神医療チーム体制整備のための運営
委員会 

回／年 2 2 2 
 

●保健・医療・福祉関係者による協議の場を引き続き開催し、その開催回数や構成員数

等について見込量を算定しました。 

●精神障害者の地域定着支援については、相談支援センター等が支援を行った人数と

し、アンケート調査により把握したこれまでの実績をもとに見込量を算定しました

（アンケート調査では、障害者総合支援法に基づく支給決定の有無に限定せず、地域

定着に関する支援を実際に行った件数を集計しました）。 

●精神障害者の共同生活援助については、グループホームに退院した人数とし、アンケ

ート調査により把握したこれまでの実績をもとに見込量を算定しました。 

●精神障害者の自立生活援助、自立訓練については、退院後に自立生活援助、自立訓練

を利用した人数とし、アンケート調査により把握したこれまでの実績をもとに見込

量を算定しました。 

●精神病床における退院患者の退院後の行き先については、自宅やアパート等に退院

した人数とし、アンケート調査により把握したこれまでの実績をもとに見込量を算

定しました。 

●その他の項目は、令和５(2023)年度までの実績などを踏まえ、各見込量を算定しま

した。 
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目標達成のための方策 
 

○保健・医療・福祉関係者による協議の場を開催し、精神障害者の地域移行・地域定着

支援に関する取組について、当事者や精神科病院、障害者相談支援センターなどの支

援機関等と協議を行います。 

○上記の協議の場において、①地域移行・地域定着支援ガイドラインの活用及び関係機

関への周知、②居住支援協議会と連携を図りながら住宅分野の支援機関と障害福祉

分野の支援機関との連携強化、③ピアサポーターに係る当事者の発掘・育成及び支援

者への普及啓発、④地域移行支援対象者調査のデータ分析の継続及び知見の関係者

との共有、等に取り組みます。 

○精神障害者地域移行・地域定着支援体制整備事業を実施し、精神障害者の地域移行及

び地域定着のための取組を推進します。 

○中部地域生活支援センター及び総合リハビリテーション推進センターにおいて、市

外病院に入院している方の地域移行に向けた支援を実施します。 

○市内全域を対象に重層的な地域支援連携体制の構築に向けた取組を推進します。 
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目標３ 地域生活支援の充実 

【概要】 

障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、地域生活支援

拠点等機能を整備します。 

 

令和５（2023）年度までの進捗状況 
 

【目標と実績】 

 項目 目標 
令和３(2021) 

年度 
令和４(2022) 

年度 
令和５(2023) 

年度 

① 
地域生活支援拠点（多機能拠点
整備型）施設の箇所数 

５か所 ３か所 ３か所 ４か所 

② 
地域生活支援拠点の運用状況の
検証等 

年１回 
以上 １回 １回 １回 

※「②地域生活支援拠点の運用状況の検証等」の令和５(2023)年度実績は見込み 

 

【目標設定の考え方】 

○令和５(2023)年度を目途に、「拠点型施設」を高津区と麻生区に整備することを

踏まえ、上記の目標を設定しました。 

なお、本市においては、「面的整備型」にて地域生活支援拠点等機能を整備するこ

ととしています。しかしながら、資源が十分でない機能もあることから、これを補

完するため、各区に「拠点型施設」を整備し、従来からある機能と、新たに補完し

た機能が有機的に連携することで、地域生活支援拠点等機能の構築を目指します。 

○地域生活支援拠点等の機能充実のため、毎年、拠点型施設の連絡会を開催するなど、

運用状況の検証等を行うため、上記の目標を設定しました。 

 

【進捗状況】 

○目標①については、目標値を下回りました。理由としては、麻生区における整備が、

周辺調整に時間を要したことから、予定どおり進まなかったためです。 

○目標②については、市自立支援協議会等において報告等を行いました。 
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■目標 

 項目 目標 

① 効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築【新規】 取組の推進 

② 地域生活支援拠点等機能の運用状況の検証等 １回 

③ 強度行動障害者に対する支援体制の整備【新規】 取組の推進 

 

■目標設定の考え方・目標達成のための方策 

○本市においては、「面的整備型」にて地域生活支援拠点等機能の整備を行いま

す。これについて、社会資源が十分でない機能を補完するため、「拠点型施設」

を各区に整備し、本市の実情を踏まえた効果的な体制を構築することとしてい

ます。 

○すでに多くの機関、事業所等が役割分担をすることで、地域生活支援拠点等機

能が一定程度稼働していることから、その一部を担い、強化することを目的に、

拠点型施設を引き続き整備するとともに、点在する社会資源を連携させること

で、サービス提供体制の充実を目指します。 

○サービスの質の確保・向上を目指して、目標①を設定します。さらに、その運

用の評価・検証を行うことを目的に、目標②を設定します。 

○目標②については、各拠点機能について実施状況及び運用状況の検証評価を行

うとともに、相談支援や生活支援を実践する上での地域課題への対応の観点か

ら、市自立支援協議会に報告し、評価を実施します。 

○さらに、市地域自立支援協議会による評価を踏まえ、不足する施策の検討等を

行います。 

○目標③については、強度行動障害を有する障害者に関して、ニーズ把握に努め、

これに対応できる人材育成や相談体支援体制の充実を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考・国の指針 

目標① 地域生活支援拠点等を整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネ

ーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の

担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡

体制の構築を進め、年１回以上、支援の実績などを踏まえ運用状況を検証及び

検討する。 

目標② 強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域

の関係機関が連携した支援体制の整備を進める。 

令和８(2026)年度までの目標 
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目標４ 福祉施設から一般就労への移行等 

【概要】 

福祉施設の利用者について、就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行及び就労

定着を推進します。 

 

令和５（2023）年度までの進捗状況 
 

【目標と実績】 

 項目 
目標 

（令和５年度） 

実績 

令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 

① 福祉施設から一般就労への移行者数 320人 303人 328人 

② 
就労移行支援事業の一般就労への移行
者数 276人 248人 227人 

③ 
就労継続支援Ａ型事業の一般就労への
移行者数 23人 25人 42人 

④ 
就労継続支援Ｂ型事業の一般就労への
移行者数 21人 28人 47人 

⑤ 
就労移行支援事業等を通じた一般就労
への移行者のうち、就労定着支援事業
を利用する割合 

70％ 40.5％ 30.2％ 

⑥ 
就労定着率が８割以上の就労定着支援
事業所の割合 70％ 66.7％ 77.3％ 

 

【目標設定の考え方】 

○目標①については、就労移行支援事業及び就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業の目標（目標

②～④）を鑑み、令和元(2019)年度実績の 1.18 倍である 320 人と設定しました。 

○目標②については、過去の就労移行支援事業の１事業所あたりの移行者数及び事業

所数の実績などを踏まえ、令和元(2019)年度実績の 1.18 倍である 276 人と設

定しました。 

○目標③については、国の指針に準じて、令和元(2019)年度実績の 1.26 倍である

23 人と設定しました。 

○目標④については、国の指針に準じて、令和元(2019)年度実績の 1.23 倍である

21 人と設定しました。 

○目標⑤、⑥については、国の指針と同様の水準としました。 

 

【進捗状況】 

○目標①、③、④、⑥については、目標値を上回りました。 

○目標②、⑤については、目標値を下回りました。 

この理由としては、精神障害者を中心に体調管理に課題がある方が増えていること

や、就労者側・企業側に就労定着支援を利用するメリットが十分に認識されていな

いことなどが考えられます。  
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■目標 

 項目 目標 

① 福祉施設から一般就労への移行者数 366人 

② 就労移行支援事業の一般就労への移行者数 295人 

③ 就労継続支援Ａ型事業の一般就労への移行者数 32人 

④ 就労継続支援Ｂ型事業の一般就労への移行者数 36人 

⑤ 就労定着支援事業の利用者数【新規】 374人 

⑥ 就労定着率が７割以上の就労定着支援事業所の割合【新規】 25％ 

⑦ 
就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の
割合が５割以上の事業所の割合【新規】 30％ 

⑧ 就労支援ネットワーク会議の開催【新規】 年３回 

※全て令和８(2026)年度における目標値です。 

 

■目標設定の考え方 

○目標①については、就労移行支援事業及び就労継続支援 A 型・B 型事業の目

標（目標②～④）を鑑み、自立訓練事業を含む令和３(2021)年度実績（303

人）の 1.21 倍である 366 人と設定します。 

○目標②については、過去の就労移行支援事業の１事業所あたりの移行者数及び

事業所数の実績などを踏まえ、令和３年(2021)年度実績（248 人）の 1.19

倍である 295 人と設定します。 

○目標③については、国の指針に準じて、令和３年(2021)年度実績（25 人）の

1.29 倍である 32 人と設定します。 

○目標④については、国の指針に準じて、令和３年(2021)年度実績（28 人）の

1.28 倍である 36 人と設定します。 

○目標⑤については、国の指針に準じて、令和３年(2021)年度実績（265 人）

の 1.41 倍である 374 人と設定します。 

○目標⑥については、国の指針に準じて、25％と設定します。 

○目標⑦については、これまでの実績（直近３か年平均：17.7％）を鑑み、30％

に設定します。 

○目標⑧については、就労支援機関と行政等が顔の見えるネットワークを築き、

地域の社会資源等の現状の把握、就労支援能力の向上及び障害者の就労の場を

広げていくこと等を目的とした就労支援ネットワーク会議を開催します。 

 

  

令和８(2026)年度までの目標 
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目標達成のための方策 
 

○企業における就労体験や職場実習を通じて、就労意欲を喚起し、就労に向けた支援を

促進します。 

○就労移行支援事業所や地域就労援助センター等の就労支援機関による福祉施設から

一般就労への移行を促進するため、地域就労援助センターと就労支援機関等のネッ

トワーク体制を強化し、地域の就労支援力の向上に取り組みます。 

○公共職業安定所が主催する障害者合同面接会の開催について協力します。 

○法改正により、令和６(2024)年４月（2.5％）及び令和８(2026)年７月（2.7％）

に法定雇用率が段階的に引き上げられるとともに、精神障害者等が週 10 時間以上

働く場合も法定雇用率の算定対象になり、長時間働くことが難しい就労困難層への

支援ニーズが高まることが想定されることから、週 10 時間前後の就労に関して、

短時間雇用も含めた就労の推進を図ります。 

○就労定着支援事業所や地域就労援助センター等の就労支援機関による個別の職場定

着支援を実施します。また、働いている方が体調や生活の自己管理に取り組めるよう

「セルフケア」を重視した支援を推進します。 

○企業への支援については、企業等が障害のある従業員の特性を理解し、効果的なサポ

ートや配慮の提供が行えるよう、「企業応援センターかわさき」において、障害者雇

用相談等を行います。 

○障害者雇用促進ネットワーク会議を開催し、障害のある方を雇用する事業所の取組

事例や、市が実施する就労定着支援等の各種支援制度の理解を促進します。 

○支援機関や企業、ＮＰＯ法人、アドバイザーなど、多様なステークホルダーで構成さ

れる「かわさき障害者等雇用・就労支援プラットフォーム」の設置等、関係部局と連

携し、障害者雇用・就労に関する取組の強化・見直しを図ります。 

  

参考・国の指針 

目標① 令和８(2026)年度における一般就労への移行者数を令和 3(2021)年度実績

の 1.28 倍以上 

目標② 令和８(2026)年度における就労移行支援事業の一般就労への移行者数を令和

３(2021)年度実績の 1.31 倍以上 

目標③ 令和８(2026)年度における就労継続支援Ａ型事業の一般就労への移行者数を

令和３(2021)年度実績の 1.29 倍以上 

目標④ 令和８(2026)年度における就労継続支援Ｂ型事業の一般就労への移行者数を

令和３(2021)年度実績の 1.28 倍以上 

目標⑤ 令和８(2026)年度における就労定着支援事業の利用者数を令和３(2021)年

度実績の 1.41 倍以上 

目標⑥ 就労定着支援事業所のうち就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５分

以上 

目標⑦ 就労移行支援事業所のうち就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ

移行した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上 

目標⑧ 地域の就労支援ネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支

援体制の構築を推進するため、協議会（就労支援部会）等を設けて取組を進める 
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目標５ 障害児支援の提供体制の整備等 

【概要】 

障害児支援の提供体制を整備することで、子どもの育ちに応じた切れ目のない支援体

制を安定的に確保します。 

 

令和５（2023）年度までの進捗状況 
 

【目標と実績】 

 
項目 

目標 
（令和５年度） 

実績 

令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 

① 
保育所等訪問支援を含めた支援を実施 
する児童発達支援センターの箇所数 ４か所 ４か所 ４か所 

② 
重症心身障害児を支援する児童発達支援
事業所の箇所数 ７か所 ６か所 ７か所 

③ 
重症心身障害児を支援する放課後等デイ
サービス事業所の箇所数 11か所 10か所 11か所 

④ 
医療的ケア児支援のための関係機関の 
協議の場の設置数 １か所 １か所 １か所 

⑤ 
医療的ケア児等に関するコーディネー 
ターの配置数 13人 ４人 26人 

 

【目標設定の考え方】 

○目標①については、児童発達支援センターである市内４か所の地域療育センターを

地域における中核的な支援機関として位置付け、配慮を要する子どもやその家族へ

の支援を行うとともに、保育所・幼稚園・特別支援学校等の関係機関と連携し、保

育所等訪問支援などの後方支援を行いながら、地域支援体制の強化を図ることとし

ました。 

○目標②、③については、既存の事業所数（※）から２か所ずつ増加することを見込み、

目標を設定しました。重症心身障害児の支援を行う既存事業所の着実な運営を支援

するとともに、医療的ケア児を含む重症心身障害児の実情や課題等を踏まえ、重症

心身障害児を支援する事業所の新規参入を促す手法等を検討することとしました。 

※重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、令和３(2021)年２月１日時点では８

か所となっておりますが、この目標については、令和２(2020)年４月１日時点の９か所を基準に目標を設

定しました。 

○目標④については、平成 30(2018)年度に設置した「川崎市医療的ケア児連絡調

整会議」において、保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関が連携し、医療を

担う関係団体及び医療的ケア児を支援する事業所等と本市関係部局とのネットワ

ークを構築するとともに、地域支援体制の課題等に関する協議や情報交換などを行

うこととしました。  
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○目標⑤については、市内各地域療育センターをはじめ、医療的ケア児への支援を積

極的に行っている児童発達支援事業所、在宅医療サポートセンター、総合リハビリ

テーション推進センターへの配置を検討することとし、目標を 13 人と設定しま

した。 

 

【進捗状況】 

○目標①～⑤については、目標どおり達成しました。 

○目標②、③については、医療的ケア児を受け入れる障害児通所支援事業所等のうち、

主に重症心身障害児を対象とする事業所等を対象に、新規開設・定員増員に対する

補助事業や看護師配置に対する補助事業を新たに開始し、新規事業者の参入と既存

事業所の運営安定化を図りました。 

○目標⑤については、令和 3(2021)年４月に医療的ケア児・者等支援拠点を設置し、

専任の医療的ケア児等コーディネーターを配置するとともに、地域療育センターや

障害者相談支援センター等においてもコーディネーターを配置しました。 

 

 

 

 

■目標 

 項目 目標 

① 
保育所等訪問支援等を含めた支援を実施する児童発達支援センター
の箇所数 ４か所 

② 
障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 
【新規】 取組の推進 

③ 難聴児支援の推進【新規】 取組の推進 

④ 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等の箇所数 10か所 

⑤ 重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所等の箇所数 14か所 

⑥ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 取組の推進 

⑦ 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置数 40人 

⑧ 
障害児入所施設に入所している児童に対する移行調整に係る協議の
場【新規】 取組の推進 

■目標設定の考え方・目標達成のための方策 

○目標①については、市内４か所の地域療育センターを、地域における障害児支

援の中核機関である児童発達支援センターとして位置づけ、多様な障害のある

子どもやその家族へ適切な支援を行うとともに、保育所・幼稚園・学校等の関

係機関と連携し、保育所等訪問支援等による機関支援と障害児通所支援事業所

への後方支援を行いながら、地域の障害児支援体制の強化を図ります。また、

地域療育センターが中核機能を発揮できるよう、職員の専門性の向上に向けた

研修等の人材育成に取り組みます。 

○目標②については、子ども発達・相談センター及び地域療育センターが中心と

なって保育所・幼稚園等の関係機関への支援を行うことで、地域社会における

インクルージョンを推進します。  

令和８(2026)年度までの目標 
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第６部 ２ 重点的に取り組む目標 

○目標③については、難聴児の早期支援の充実に向けて、地域療育センター等関

係機関が連携してその中核的機能を果たすほか、新生児聴覚検査から療育まで

を遅滞なく円滑に実施するための取組を実施します。 

○目標④、⑤については、医療的ケア児を受け入れる障害児通所支援事業所等の

うち、主に重症心身障害児を対象とする事業所への看護師配置に対する補助事

業や新規開設・定員増員に対する補助事業を継続し、既存事業所の安定的な運

営支援と新規事業者の参入を促すことで、既存の事業所数から２か所ずつ（※）

増加することを見込みます。 

※本改定版から、短期入所（日中のみサービスを提供する事業所）を含むこととします。また、実績値

においては、定員の増加を行った事業所数も準じる効果があったものとみなすこととします。 

○目標⑥については、「川崎市医療的ケア児連絡調整会議」において、保健、医

療、福祉、保育、教育等の関係機関が連携し、医療を担う関係団体及び医療的

ケア児を支援する事業所等と本市関係部局において、地域支援体制の課題等に

関する協議や情報交換などを行います。 

○目標⑦については、医療的ケア児等コーディネーター研修の今後の研修計画と

過去の実績を踏まえ、目標を 40 人と設定しました。 

○目標⑧については、福祉型障害児入所施設に入所している児童について、各区

地域みまもり支援センター、地域支援室、障害者相談支援センター等の関係機

関と連携しながら、移行調整を行う協議の場を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考・国の指針 

目標① 令和８(2026)年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも１か所以上

設置 

目標② 令和８(2026)年度末までに、児童発達支援センターや障害児通所支援事業所

等が保育所等訪問支援等を活用しながら、障害児の地域社会への参加・包容

（インクルージョン）を推進する体制を構築 

目標③ 令和８(2026)年度末までに、児童発達支援センター、特別支援学校（聴覚障

害）等を活用し、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保 

目標④ 令和８(2026)年度末までに、新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の

構築 

目標⑤ 令和８(2026)年度末までに、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所を少なくとも 1 か所以上確保 

目標⑥ 令和８(2026)年度末までに、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場

を設置し、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 

目標⑦ 令和８(2026)年度末までに移行調整に係る協議の場を設置 
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第６部 ２ 重点的に取り組む目標 

目標６ 相談支援体制の充実・強化 

【概要】 

障害のある方が、身近な地域で質の高い相談支援を受けられるよう、相談支援体制の

充実・強化に向けた取組を推進します。 

 

令和５（2023）年度までの進捗状況 
 

【目標と実績】 

 
項目 

目標 
（令和５年度） 

実績 

令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 

① 地域相談支援センターにおける相談件数 68,393件 57,817件 57,968件 

② 
地域相談支援センター及び基幹相談支援
センターによる地域の相談機関等との 
連携回数 

312回 354回 384回 

③ 
基幹相談支援センターにおける地域の 
相談支援機関等に対する助言・後方支援
回数 

364回 746回 1,407回 

④ 
平成25(2013)年度以降の川崎市認定相談
支援リーダーの資格取得者数（累計） 40人 37人 38人 

 

【目標設定の考え方】 

○目標①については、平成 29(2017)年４月から令和２(2020)年４月の障害者手

帳所持者数の増加率（年平均 2.89％）を踏まえ、令和元(2019)年度の実績

（61,027 件）から毎年 2.89％ずつ増加していくものと見込み、68,393 件と設

定しました。 

○目標②については、地域相談支援センター及び基幹相談支援センターが地域の相談

機関等との連携を月１回ずつ実施すると見込み、312 回と設定しました。 

○目標③については、基幹相談支援センターが各区の相談支援機関等に対する助言・

後方支援を週１回ずつ実施すると見込み、364 回と設定しました。 

○目標④については、平成 25(2013)年度に創設した川崎市認定相談支援リーダー（※）

の資格取得者数が、令和２(2020)年度以降、毎年度２人ずつ増加すると見込み、

40 人と設定しました。 

※令和 3(2021)年 3 月末までは主任相談支援専門員（市独自の資格）。令和元(2019)年度末時点で 32 人。 

○地域リハビリテーションセンターについては、令和３(2021)年度に南部リハビリ

テーションセンターを開設し、中・北部を含む全てのセンターにおいて、支援の対

象者を年齢や障害の種別等で限定しない、全世代・全対象型の地域リハビリテーシ

ョンを全市的に展開してきました。 

そのため、「障害の種別や各種ニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実

施」に関する目標については、令和３(2021)年度以降の新たな体制における取組

状況を踏まえ、次期障害（児）福祉計画の策定時において検討することとしました。 
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第６部 ２ 重点的に取り組む目標 

【進捗状況】 

○目標①については、地域相談支援センターにおける相談件数は、令和３(2021)年

度以降、ほぼ同数ですが、相談支援を利用している人数は増加しました。 

○目標②については、目標値を上回りました。地域相談支援センター及び基幹相談支

援センターによる地域の相談機関等との連携回数は、毎年増加しています。 

○目標③については、目標値を上回りました。基幹相談支援センターにおける地域の

相談支援機関等に対する助言・後方支援回数は、毎年増加しています。 

○目標④については、概ね目標どおりとなりました。 

 

 

 

■目標 

 項目 目標 

① 地域相談支援センターにおける相談件数 59,000件 

② 
地域相談支援センター及び基幹相談支援センターによる 
地域の相談機関等との連携回数 624回 

③ 
基幹相談支援センターにおける地域の相談支援機関等に対する訪問等に
よる専門的な助言・後方支援回数 1,440回 

④ 
基幹相談支援センターにおける地域の相談支援事業所の 
人材育成支援回数【新規】 360回 

⑤ 基幹相談支援 
センターによる
地域の相談支援
体制の強化 
【新規】 

基幹相談支援センターの設置 設置済 

⑥ 個別事例の支援内容の検証の実施回数 28回 

⑦ 
基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員
の配置数の見込み 18人 

⑧ 
協議会における
地域のサービス
基盤の開発・改善 
【新規】 

相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 14回 

⑨ 参加事業者・機関数 70事業所 

■目標設定の考え方 

○目標①については、令和４(2022)年度までの実績を踏まえ、見込量を設定し
ました。 

○目標②については、地域相談支援センター及び基幹相談支援センターが地域の
相談機関等との連携を月２回ずつ実施すると見込み、624 回と設定します。 

○目標③については、基幹相談支援センターが各区の相談支援機関等に対する訪
問等による専門的な助言・後方支援を月 40 回ずつ実施すると見込み、1,440
回と設定します。 

○目標④については、基幹相談支援センターが相談支援従事者研修の企画、ファ
シリテーター、講師、演習統括等の人材育成支援を月 10 回ずつ実施すると見
込み、360 回と設定します。 

○目標⑤については、基幹相談支援センターを市内 3 か所に設置済みです。 

○目標⑥については、各区の相談支援調整会議において、年４回ずつ実施すると
見込み、28 回と設定します。 

○目標⑦については、市内３か所の基幹相談支援センター全職員が主任相談支援
専門員養成研修を修了することを見込み、18 人と設定します。 

○目標⑧については、各区協議会相談支援事業所連絡会において、年２回ずつ実
施すると見込み、14 回と設定します。  

令和８(2026)年度までの目標 
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○目標⑨については、相談支援事業所（委託含む）等が各区 10 事業所参加する
と見込み、70 事業所（延べ数）と設定します。 
※指定特定相談支援事業所は、複数区の協議会に参加することを想定 

 

目標達成のための方策 
 

○令和３（2021）年度に実施した地域相談支援センターの増設及び地区担当制

の導入や基幹相談支援センターの機能強化とそれに伴う箇所数の集約化等に

より、身近な地域において、障害種別やサービスの利用の有無に関わらず、多

様なニーズに対応した相談支援をより効果的かつ効率的に受けられる体制の

強化に向けた取組を推進します。 

○基幹相談支援センターが、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関と

して、地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援や地域自立支援協議

会を通じた地域づくり等の取組を進めます。 

○各区相談支援調整会議において、個別事例の支援方法等に関する協議や区内の

相談支援体制、関係機関連携等に関する協議を実施します。 

○各区協議会相談支援事業所連絡会において、区内の相談支援事業所等の連携強

化及び人材育成等を図ります。 

○個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行うために必要な

協議会の体制を整備します。 

○市地域自立支援協議会において、定期的に相談支援体制の検証・評価を実施します。 

○地域リハビリテーションセンターにおいて、制度の狭間や複合的なニーズを有

するケースにおいて専門的な評価、判定、調整による、専門的な技術支援を提

供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考・国の指針 

目標① 令和８(2026)年度末までに、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び

関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センタ

ーを設置するとともに、地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保すること 

・基幹相談支援センターの設置 

・基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門

的な指導・助言 

・地域の相談支援事業所の人材育成支援 

・地域の相談機関との連携強化 

・個別事例の支援内容の検証の実施 

・基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置 

目標② 地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会に

おいて、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行

うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保すること 
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目標７ 障害福祉サービス等の質の向上 

【概要】 

支給決定情報と請求情報の突合や事業者の届出情報等の確認による二次審査を実施す

るとともに、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指

導監査の実施、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への参加などにより、

障害福祉サービス等の質の向上と障害福祉制度の適正な運営確保を図ります。 

 

令和５（2023）年度までの進捗状況 
 

【目標と実績】 

 
項目 

目標 
（令和５年度） 

実績 

令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 

① 
支給決定情報と請求情報の突合と事業
者の届出情報等の確認による二次審査 

全件実施 全件実施 全件実施 

② 二次審査結果の情報共有 年１回以上 ２回 ２回 

③ 
指定障害福祉サービス事業者及び指定
障害児通所支援事業者等に対する指導
監査の実施等 

取組の推進 取組の推進 取組の推進 

④ 
都道府県が実施する障害福祉サービス
等に係る研修への市町村職員の参加 

年12回以上 13回 15回 

 

【目標設定の考え方】 

○目標①については、国民健康保険団体連合会における障害者自立支援審査支払等シ

ステム等による一次審査結果で警告が発生している請求内容に関し、市が導入して

いるシステムを用いて、支給決定内容と請求内容との整合性、算定回数、日数等に

関する二次審査を全件実施し、不適正な請求は事業所に返戻し訂正を求めるなど、

請求内容の適正化を図ることとしました。 

○目標②については、二次審査で多く発生する警告内容の取りまとめと分析を行い、

その内容を集団指導において事業所に周知するとともに、警告やエラーとなった請

求内容について関係自治体との情報共有を図る場を年１回以上設けることとしま

した。 

○目標③については、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等

に対する指導監査として、指定情報や介護給付費の請求情報等を踏まえ、丁寧に実

地指導及び集団指導などを行い、指定基準違反や介護給付費等の不正・不当支給が

疑われる事案に対しては監査を実施するなど、厳正に対処しました。また、指導監

査の結果を共有する体制づくりについて、関係自治体と連携し、意見交換しながら

検討を進めました。 

○目標④については、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修やその他研

修の情報を円滑に提供するなど、職員の研修機会を確保するものとし、年 12 回以

上の参加を目標として設定しました。 
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第６部 ２ 重点的に取り組む目標 

【進捗状況】 

○目標①、②については、目標どおり達成しました。 

○目標③については、指導監査の適正な実施及びその結果を共有する体制の構築に向

けて、関係自治体と意見交換を行いました。 

○目標④については、概ね目標どおり達成しました。 

 

 

 

 

■目標 

 項目 目標 

① 
支給決定情報と請求情報の突合や事業者の届出情報等の確認による
二次審査 全件実施 

② 二次審査結果の情報共有 年１回以上 

③ 指導監査の適正な実施及びその結果の関係自治体との共有 取組の推進 

④ 
都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への 
市町村職員の参加 年 12 回以上 

⑤ 相談支援専門員研修（初任者・現任者・主任）修了者数（累計）【新規】 381 人 

 

■目標設定の考え方・目標達成のための方策 

○目標①については、国民健康保険団体連合会における障害者自立支援審査支払

等システム等による一次審査結果で警告が発生している請求内容に関し、市が

導入しているシステムを用いて、支給決定内容と請求内容との整合性、算定回

数、日数等に関する二次審査を全件実施し、不適正な請求は事業所に返戻し訂

正を求めるなど、請求内容の適正化を図ります。 

○目標②については、二次審査で多く発生する警告内容の取りまとめと分析を行

い、その内容を集団指導において事業所に周知するとともに、警告やエラーとな

った請求内容について関係自治体との情報共有を図る場を年１回以上設けます。 

○目標③については、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業

者等に対する指導監査として、指定情報や介護給付費の請求情報等を踏まえ、

丁寧に実地指導及び集団指導などを行い、指定基準違反や介護給付費等の不

正・不当支給が疑われる事案に対しては監査を実施するなど、厳正に対処しま

す。また、指導監査の結果を共有する体制づくりについて、関係自治体と連携

し、意見交換しながら検討を進めます。 

○目標④については、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修やその

他研修の情報を円滑に提供するなど、職員の研修機会を確保するものとし、年

12 回以上の参加を目標として設定します。 

○目標⑤については、相談支援専門員の養成と質の向上に向けて、総合研修セン

ターとの連携のもと、意思決定支援ガイドラインを用いた適切な研修の運営に

取り組みます。また、「障害福祉情報サービスかながわ」のメール配信機能によ

る一斉配信や当該ホームページへの情報掲載、障害者相談支援センター合同連

絡会等で広く周知します。  

令和８(2026)年度までの目標 
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参考・国の指針 

目標 令和８(2026)年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を

実施する体制を構築 

・障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析し、事業所や関係

自治体等と共有 

・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監

査を適正に実施し、その結果を関係自治体と共有 

・都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修やその他研修への市町村職

員の参加 

・都道府県による相談支援専門員研修（初任者・現任・主任）及びサービス管理責

任者・児童発達支援管理責任者研修（基礎・実践・更新）の修了 

・都道府県による相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責

任者への意思決定支援ガイドラインを活用した研修の修了 
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第６部 ３ 障害者総合支援法に基づくサービス 

３ 障害者総合支援法に基づくサービス 
 

（１）日中活動系サービス 

概要 
 

名称 概要 

生活介護 

常に介護を必要とする障害のある方に対し、主に日中に、入浴・

排せつ・食事等の介護や、創作的活動・生産活動の支援を行いま

す。 

自立訓練（機能訓練） 
地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復等の必要がある障害

のある方に対し、身体的リハビリテーションを行います。 

自立訓練（生活訓練） 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある障害

のある方に対し、日常生活能力の向上に向けた支援等を行いま

す。 

就労選択支援 

【新規】 

就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適

性等に合った選択を支援する新たなサービス（就労選択支援）に

より、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができ

るよう支援を行います。 

就労移行支援 

一般企業等での就労や在宅就労等が見込まれる障害のある方の

うち、就労を希望する方に対し、生産活動等を通じて、就労に必

要な知識及び能力の向上のための訓練等を行います。 

就労継続支援Ａ型 

一般企業等での就労が困難な障害のある方のうち、雇用契約に

基づく就労が可能と見込まれる方に対し、働く場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援Ｂ型 

一般企業等での就労が困難な障害のある方のうち、年齢や体力

の面で雇用されることが困難になった方や、就労移行支援や就

労継続支援Ａ型の利用が困難な方に対し、働く場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のための訓練を行います。 

就労定着支援 

障害のある方との相談を通じて生活面の課題を把握するととも

に、企業や関係機関等との連絡調整や、それに伴う課題解決に向

けて必要な支援を実施します。 

地域活動支援センター 
居場所機能、創作的活動、生産活動等の機会を提供するととも

に、相談支援や地域との交流促進等の支援を行います。 

短期入所 

（ショートステイ） 

居宅において介護を行う方の疾病などの理由により、短期間の

入所を必要とする障害のある方に対し、障害者支援施設等に短

期間入所して、必要な介護等を行います。 

療養介護 

障害のある方のうち、医療を要し、常に介護を必要とする方に対

し、病院などの施設において行われる機能訓練、必要な医療、療

養上の管理、看護、医学的な管理下における介護などの支援を行

います。 
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これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

生活介護 
人／月 2,758 2,725 2,823 2,780 2,890 2,855 

人日／月 54,343 54,711 55,609 56,538 56,905 57,159 

自立訓練 

（機能訓練） 

人／月 9 8 9 4 9 6 

人日／月 151 144 151 88 151 118 

自立訓練 

（生活訓練） 

人／月 175 176 195 196 217 218 
人日／月 2,697 2,927 3,003 3,219 3,343 3,532 

就労移行支援 
人／月 462 431 492 522 523 518 
人日／月 8,321 8,065 8,992 10,113 9,718 9,777 

就労継続支援Ａ型 
人／月 335 326 358 341 382 360 

人日／月 5,923 6,496 6,249 6,818 6,593 6,870 

就労継続支援Ｂ型 
人／月 1,178 1,309 1,239 1,432 1,304 1,521 
人日／月 19,619 22,686 20,598 25,071 21,625 26,019 

就労定着支援 人／月 233 265 244 298 256 308 

地域活動支援 

センター 

人／月 600 505 600 584 600 - 
人日／月 12,000 10,272 12,000 13,119 12,000 - 

短期入所 

全体 
人／月 580 323 596 524 612 545 
人日／月 2,834 1,730 2,912 3,416 2,993 3,302 

福祉型 
人／月  280  484  497 

人日／月  1,544  3,218  3,108 

医療型 
人／月  43  40  48 

人日／月  186  198  194 

療養介護 人／月 111 112 111 111 111 110 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 

※地域活動支援センターの令和５(2023)年度実績については、令和６(2023)年３月以降に年間の実績を集計するた

め、掲載していません。 

 
 
 

特別支援学校等卒業生の進路対策については、「障害者通所事業所整備計画」の第２期計画まで

の策定趣旨を踏まえ継続していくとともに、生活介護事業所等の通所事業所の整備を障害のある方

の地域生活支援の取組として一体的に進めていきます。 

特別支援学校等 

卒業生の推移 

卒業者数 卒業者数の見込み 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

卒業生人数 205 人 220 人 195 人 202 人 231 人 229 人 

うち、生活介護利用者 61 人 83 人 65 人 67 人 77 人 76 人 

※令和５(2023)年度卒業者数は見込み 
 

生活介護事業所 

令和５ 

(2023)年度末 

事業所数 

事業所整備数 

令和６ 

(2024)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和８ 

(2026)年度 

90 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

※令和５(2023)年度末事業所数は、令和５(2023)年度末の事業所開設数の見込み 
 
●川崎市小規模生活介護事業所整備事業補助金を活用するなど、医療的ケアを必要とする方、行

動障害や重度障害のある方に対応した通所事業所等の整備を促進するための手法等について検
討します。  

特別支援学校等卒業生の日中活動の場を確保するための通所事業所整備について 
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名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

生活介護 
人／月 2,935 2,979 3,023 

人日／月 58,859 60,813 62,767 

自立訓練（機能訓練） 
人／月 9 9 9 

人日／月 151 151 151 

自立訓練（生活訓練） 
人／月 231 251 271 

人日／月 3,689 3,943 4,197 

就労選択支援 

【新規】 

国の動向を注視しながら、支援を希望する方が適切に利用できる

体制を整えていきます。 

就労移行支援 
人／月 572 596 621 

人日／月 11,556 12,278 12,999 

就労継続支援Ａ型 
人／月 390 398 406 

人日／月 6,968 7,125 7,281 

就労継続支援Ｂ型 
人／月 1,606 1,717 1,827 

人日／月 27,144 28,630 30,116 

就労定着支援 人／月 323 349 374 

地域活動支援センター 
人／月 584 584 584 

人日／月 13,119 13,119 13,119 

短期入所 

全体 
人／月 654 699 748 

人日／月 3,348 3,438 3,531 

福祉型 
人／月 589 630 673 

人日／月 3,098 3,181 3,267 

医療型 
人／月 65 69 75 

人日／月 250 257 264 

療養介護 人／月 111 111 111 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●生活介護事業所や短期入所事業所などの整備の推進を図るとともに、障害のある方の在宅生活

を支える各種サービスや、就労支援サービスなどを提供する体制を引き続き確保します。 

 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ３ 障害者総合支援法に基づくサービス 

（２）居住系サービス 

概要 
 

名称 概要 

共同生活援助 

（グループホーム） 

介護を要する障害のある方に対し、共同生活の場において、入

浴・排せつ・食事等の介護や、日常生活上の支援を行います。 

施設入所支援 
障害者支援施設等において、主に夜間に、入浴・排せつ・食事等

の介護を行います。 

自立訓練（宿泊型） 

生活能力の維持・向上等の必要がある障害のある方に対し、自立

訓練（生活訓練）の宿泊型の事業として、日常生活能力の向上に

向けた支援等を行います。 

自立生活援助 

障害者支援施設等からひとり暮らしへの移行を希望する障害の

ある方に対し、ひとり暮らしに必要な理解力や生活力を補うた

め、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行いま

す。 

地域生活支援拠点等 

生活介護、短期入所、相談支援、地域生活支援事業である日中一

時支援、市独自の取組である障害者生活支援・地域交流事業な

ど、障害のある方の地域生活を支援する多様な機能を集約した

「多機能拠点整備型」の施設です。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

グループホーム 人／月 1,393 1,545 1,493 1,636 1,593 1,692 

施設入所支援 人／月 553 530 553 524 553 522 

自立訓練（宿泊型） 人／月 25 21 25 22 25 19 

自立生活援助 人／月 7 0 7 1 7 0 

地域生活支援拠点等 「重点目標３」を参照 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 
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名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

グループホーム 人／月 1,746 1,846 1,946 

施設入所支援 人／月 553 553 553 

自立訓練（宿泊型） 人／月 25 25 25 

自立生活援助 人／月 7 7 7 

地域生活支援拠点等 「重点目標３」を参照 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●自立生活援助については、地域への移行者数を基に見込量を算定しました。 

●グループホームなどの整備の推進を図るとともに、各種サービスを提供する体制を引き続き確

保します。 

 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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（３）訪問系サービス 

概要 
 

名称 概要 

居宅介護 

（ホームヘルプサービス） 
居宅において入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 

重度訪問介護 

常に介護を必要とする重度の肢体不自由者、行動に著しい困難

を有する知的障害者・精神障害者に対し、入浴・排せつ・食事

等の介護や外出の介護などを総合的に行います。 

行動援護 

行動障害のある知的障害児・者、精神障害者で常に介護を必要

とする方に対し、外出の介護や危険回避のための援護などの支

援を行います。 

同行援護 
視覚障害により移動に著しい困難を有する方に対し、移動に必

要な情報の提供、移動の援護などの支援を行います。 

重度障害者等包括支援 

最重度の障害のある方のためのサービスとして、居宅介護、重

度訪問介護、行動援護、同行援護、生活介護、短期入所、共同

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を、利用者

の必要に応じて組み合わせ、計画に基づいて包括的に提供しま

す。（現在のところ本市では利用者がいないサービスであり、今

後も利用が見込まれないため、利用者０人の見込みとします。） 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

居宅介護 
人／月 1,332 1,345 1,357 1,410 1,382 1,411 

時間／月 27,838 28,574 28,737 30,205 29,664 30,369 

重度訪問介護 
人／月 134 127 141 139 148 138 

時間／月 15,112 17,315 16,167 20,648 17,297 18,144 

行動援護 
人／月 396 317 436 384 480 395 

時間／月 7,184 6,837 7,952 7,214 8,802 7,138 

同行援護 
人／月 271 263 276 279 281 270 

時間／月 8,393 7,273 8,604 7,920 8,820 7,527 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 
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名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

居宅介護 
人／月 1,471 1,501 1,531 

時間／月 32,953 34,326 35,700 

重度訪問介護 
人／月 150 155 160 

時間／月 24,574 26,537 28,501 

行動援護 
人／月 490 501 511 

時間／月 8,994 9,186 9,378 

同行援護 
人／月 289 293 298 

時間／月 8,704 8,847 8,991 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●障害のある方の在宅生活を支える各種サービスを提供する体制を引き続き確保します。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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（４）相談支援サービス 

概要 
 

名称 概要 

計画相談支援 

障害福祉サービスを利用しようとする障害のある方に対し、サ

ービス等利用計画の作成やサービス事業者等との連絡調整など

の支援を行います。 

地域移行支援 

障害者支援施設等や精神科病院に入所・入院している障害のあ

る方に対し、住居の確保や地域生活に移行するための支援を行

います。 

地域定着支援 

居宅において単身で生活する障害のある方や、施設・病院から

退所・退院した障害のある方のうち、地域生活が不安定な方に

対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時に相談や訪問などの支

援を行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

計画相談支援 人／月 1,890 2,334 2,140 2,512 2,390 2,615 

地域移行支援 人／年 8 11 8 11 8 3 

地域定着支援 人／年 11 4 11 4 11 4 

※計画相談支援については、令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 

※地域移行支援、地域定着支援の令和５(2023)年度実績は見込み 

 

 

 

名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

計画相談支援 人／月 2,939 3,077 3,229 

地域移行支援 人／年 8 8 8 

地域定着支援 人／年 8 8 8 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●計画相談支援件数の算出については、令和５(2023)年度までの実績は障害者相談支援センタ

ーが作成した件数を除いて算出していましたが、令和６(2024)年度以降の見込量では、障害

者相談支援センターが作成した件数も見込量に含みます。 

●計画相談支援については、事業所の体制強化や運営の安定化に向けて、柔軟なモニタリング期

間の設定に向けた周知や、補助金や市単独加算の実施、障害者相談支援センターによる後方支

援の強化等、計画相談支援の提供体制の確保に向けた取組を継続します。 

●引き続き、各サービスの提供体制を確保します。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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４ 児童福祉法に基づくサービス 
 

（１）日中活動系・訪問系・相談支援サービス 

概要 
 

名称 概要 

障害児相談支援 

障害児通所支援を利用しようとする障害児やその家族に対し、

障害児支援利用計画の作成やサービス事業者等との連絡調整な

どの支援を行います。 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導や、知識技能の付与、集

団生活に適応するための訓練などの支援を行います。 

放課後等デイサービス 

学齢障害児に対し、授業の終了後または休業日に、生活能力の

向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行

います。 

保育所等訪問支援 

障害児施設の専門機能を活用して、その職員等が保育所等を訪

問し、障害児が集団生活に適応できるよう専門的な助言・支援

を行います。 

巡回型機関支援 

（地域療育センター） 

保育所や幼稚園、学校、障害児通所支援事業所等を巡回訪問の

上、職員に対する助言等を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
重度の障害等で、障害児通所支援を利用するために外出するこ

とが困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。 

医療的ケア児 

コーディネーター 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネー

ターです。 
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これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

障害児相談支援 人／月 307 352 316 576 325 425 

児童発達支援 
人／月 1,641 2,187 1,647 2,452 1,653 2,256 

人日／月 11,311 18,565 11,561 21,217 11,817 21,069 

放課後等 

デイサービス 

人／月 2,701 2,961 2,968 3,337 3,261 3,636 

人日／月 35,759 37,115 40,262 42,758 45,333 45,744 

保育所等訪問支援 
人／月 45 100 55 172 68 183 

人日／月 73 135 88 246 108 267 

巡回型機関支援 

（地域療育センター） 

人日／月 284 201 284 283 284 276 

回／年  952  1,063  1,150 

居宅訪問型 

児童発達支援 

人／月 6 1 8 4 10 4 

人日／月 60 3 80 6 100 6 

医療的ケア児 

コーディネーター 
「重点目標５」を参照 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 

※巡回型機関支援（地域療育センター）の支援回数については、令和５(2023)年度実績は見込み 
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名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

障害児相談支援 人／月 200 200 200 

児童発達支援 
人／月 2,867 3,074 3,281 

人日／月 25,691 27,928 30,165 

放課後等デイサービス 
人／月 3,988 4,313 4,638 

人日／月 51,578 55,988 60,398 

保育所等訪問支援 
人／月 205 236 268 

人日／月 299 345 391 

巡回型機関支援 

（地域療育センター） 
回／年 875 875 875 

居宅訪問型児童発達支援 
人／月 10 10 10 

人日／月 20 20 20 

医療的ケア児 

コーディネーター 
「重点目標５」を参照 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●障害児相談支援については、セルフプランなどは除き、相談支援専門員が作成する障害児相談

支援の件数で算定しています。障害児通所支援利用者が増加する一方で相談支援専門員（指定

障害児相談支援事業所）が不足していることを踏まえ、専門機関において適切な相談支援を提

供できる体制を整備するとともに、障害児相談支援の供給量が十分確保できるまでの間の対策

として、セルフプランに基づくサービス利用援助を行うほか、子ども発達・相談センターにお

いて「支援方針」を作成するなど、必要な取組を推進します。 

●巡回型機関支援（地域療育センター）については、令和５(2023)年度までの見込量・実績は

特定の１月あたりの支援延べ人数を算定していましたが、機関支援の実態をより明確にするた

め、保育所や幼稚園、学校等に訪問支援を行った回数を算定します。 

●引き続き、各サービスの提供体制を確保します。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 



 

275 

第６部 ４ 児童福祉法に基づくサービス 

 

（２）居住系サービス 

概要 
 

名称 概要 

福祉型障害児入所施設 
入所した児童に対し、保護、日常生活の指導、独立自活に必要

な知識・技能の付与などを行います。 

医療型障害児入所施設 
入所した児童に対し、保護、日常生活の指導、独立生活に必要

な知識・技能の付与などを行うとともに、治療を行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

福祉型障害児 

入所施設 
人／月 53 53 53 51 53 51 

医療型障害児 

入所施設 
人／月 25 20 25 23 25 20 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 

 

 

 

 

名称 単位 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

福祉型障害児入所施設 人／月 53 53 53 

医療型障害児入所施設 人／月 25 25 25 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●引き続き、各種サービスの提供体制を確保します。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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障害児の子ども・子育て支援等について（参考） 

概要 

本市の保育所、幼稚園、認定こども園などでは、障害の内容や程度を問わず集団生活が

可能な児童を受け入れています。 

また、児童の発達過程や特性を踏まえながら、集団の中で安心して生活できる環境を

整え、個に応じた関わりと集団の中の一員としての関わりの両面を大事にした教育・保

育を実施しています。 

障害の有無に関わらず、一人ひとりの子どもの意思が対等・平等に尊重されて、それぞ

れに必要な教育・保育を受けることで、共に育ち合うことができるインクルーシブ教育・

保育を進め、一人ひとりがその子らしく豊かに発達していけるよう取り組みます。 

 

名称 概要 

保育所 

保護者が就労などのため、家庭で保育できない乳幼児を、保護

者に代わって保育する「児童福祉施設」です。養護及び教育を

一体的に行い、地域の子育て支援の役割を担います。 

幼稚園 

義務教育とその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育

し、健やかな成長のために適切な環境を与えて、その心身の発

達を助長することを目的とした学校教育施設です。 

認定こども園 

保護者の就労等を問わず就学前の子どもに幼児教育・保育を一

体的に提供するとともに、全ての子育て家庭を対象に、子育て

相談や親子の集いの場の提供など、地域における子育て支援を

実施する学校及び児童福祉施設です。 

地域型保育事業 

子ども・子育て支援新制度により、平成 27(2015)年度から新

たな保育事業として位置付けられた事業で、０～２歳までを対

象とした定員 19 人までの小規模な保育事業です。 

わくわくプラザ事業 

(放課後児童健全育成事業) 

全ての小学生を対象に、学校や地域等との連携を図りながら、

放課後等に児童が安全・安心に過ごせる場づくりを進めます。 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

教
育
保
育
施
設 

保育所・認定こども園 

（２・３号） 
人／月 33,585 32,532 35,032 33,551 36,397 33,996 

幼稚園・認定こども園 

（１号） 
人／月 3,110 3,639 3,148 3,625 3,330 3,410 

私学助成を受ける幼稚園 人／月 14,587 13,986 13,191 11,601 11,989 10,051 

地域型保育事業 人／月 1,188 1,020 1,340 1,004 1,587 972 

わくわくプラザ事業 

(放課後児童健全育成事業) 
人／月 9,136 8,822 9,606 9,118 10,024 10,166 

※実績は各年４月時点の数値で、障害の有無に関わらず、全ての子どもを対象としています。 
  

障害児の子ども・子育て支援等について（参考） 
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名称 単位 
令和６(2024)

年度 

令和７(2025)

年度 

令和８(2026)

年度 

教育保育

施設 

保育所・認定こども園 

（２・３号） 
人／月 35,903 37,154 38,364 

幼稚園・認定こども園 

（１号） 
人／月 4,006 3,734 3,299 

私学助成を受ける幼稚園 人／月 9,679 8,746 8,165 

地域型保育事業 人／月 1,380 1,418 1,437 

わくわくプラザ事業 

(放課後児童健全育成事業) 
人／月 12,363 13,182 - 

※実績は各年４月時点の数値で、障害の有無に関わらず、全ての子どもを対象としています。 

※わくわくプラザ事業の令和８(2026)年度見込量については、川崎市子ども・若者の未来応援プランの策定時に設

定するため、掲載していません。 

 

【施設向け各種相談事業等】 

名称 概要 

障害児保育の巡回発達 

相談 

認可保育所に在園する障害児及び特別な支援を必要とする児童に

対し、小児の臨床心理に関する専門的な知識及び経験を有する相談

員が施設を訪問し、個別の発達検査等の結果を踏まえ、職員への指

導・助言を実施しています。 

幼児教育巡回相談 

幼稚園における障害のある幼児の受け入れを促進するため、教職員

等が適切に対応できるよう、相談員による巡回相談を実施していま

す。 

障害児保育研修等 

市内の認可・認可外保育所職員を対象に、障害児及び配慮を必要と

する子どもの理解と支援について研修を実施しているほか、各区に

おいて発達相談支援コーディネーター連携会議を実施しています。 

 

【保護者向け各種相談事業等】 

名称 概要 

乳幼児特別相談 

各区地域みまもり支援センターで、疾病や発達上の経過観察が必要

と思われる未就学児を対象に、小児科医による診察、助言、相談等

を実施しています。 

幼児相談 
各区地域みまもり支援センターで、幼児及びその保護者を対象に、

心理相談員が幼児の発達に関する個別相談を実施しています。 

発達相談支援教室 

（ちびっ子健康教室） 

各区地域みまもり支援センターで、概ね１歳６か月以上の幼児及び

その保護者を対象に、親子遊びや集団遊びの体験を通じた助言・相

談等を実施するとともに、グループワーク等を通じた学びの機会を

提供しています。 

 

 

  

令和８（2026）年度までの見込量 

障害児の子ども・子育て支援等について（参考） 
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５ 地域生活支援事業等に関する事項 
 

（１）相談支援事業 

概要 
 

名称 概要 

相談支援事業 

障害者相談支援センターにおいて障害のある方やその家族等の

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言や、サービス提供事業

者等との連携・調整、虐待の防止及びその早期発見のための取

組等を行います。 

地域自立支援協議会 

相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、

教育・雇用関係機関、障害当事者、学識経験者等が定期的に協

議を行い、障害のある方が自立した生活を営むことができる地

域づくりに向けた取組を行います。 

障害児等療育支援事業 
身体障害や知的障害のある在宅の児童に対し、療育指導や相談

等の支援を行います。 

居住支援制度 

保証人や緊急連絡人が居ないために住宅を借りられない障害の

ある方に対し、保証会社と連携した金銭的な保証を実施すると

ともに、支援団体とともに入居中の見守り等の支援を実施しま

す。 

成年後見制度利用支援事業 
所得の低い方への後見開始の申立費用・後見報酬の助成などを

行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

相談支援事業 か所 26 26 26 26 26 26 

地域自立支援協議会 か所 8 8 8 8 8 8 

障害児等療育支援事業 か所 5 5 5 5 5 5 

居住支援制度 世帯 2 0 2 1 2 1 

成年後見制度利用支援

事業 
人／年 146 141 176 163 210 189 

※令和５(2023)年度の実績は見込み 
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名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

相談支援事業 か所 26 26 26 

地域自立支援協議会 か所 8 8 8 

障害児等療育支援事業 か所 6 6 6 

居住支援制度 世帯 1 1 1 

成年後見制度利用支援事業 人／年 240 288 347 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●相談支援事業については、３か所の基幹相談支援センター及び23か所の地域相談支援センタ

ーにおいて、引き続き、それぞれの役割に応じて連携しながら取組を継続します。 

●地域自立支援協議会については、引き続き、市協議会と各区の協議会において、それぞれの役

割に応じて連携しながら取組を継続していきます。 

●居住支援制度については、引き続き、周知啓発を行うとともに、民間の家賃債務保証を補完す

る役割を担います。 

●成年後見制度利用支援事業については、第三者後見人である弁護士・司法書士・社会福祉士・

行政書士・税理士等の専門職に対する制度周知を継続するとともに、対象要件の拡大に向けた

検討も進めます。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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（２）コミュニケーション支援事業 

概要 
 

名称 概要 

コミュニケーション支援 

事業 

聴覚障害のある方が円滑にコミュニケーションが図れるよう、

聴覚障害者情報文化センターにおいて、手話通訳者、要約筆記

者を派遣します。 

コミュニケーション支援員

養成事業 

聴覚障害者情報文化センター、視覚障害者情報文化センターに

おいて、手話通訳者、要約筆記者、点訳・音訳者等の人材養成

を行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

コミュニケーション

支援事業 

回／年 4,694 3,637 5,004 3,472 5,335 3,637 

人／年 5,526 4,119 5,862 4,138 6,219 4,138 

コミュニケーション

支援員養成事業 
人／年 128 80 128 80 128 84 

※令和５(2023)年度の実績は見込み 

 

 

 

 

名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

コミュニケーション 

支援事業 

回／年 3,637 3,637 3,637 

人／年 4,138 4,138 4,138 

コミュニケーション 

支援員養成事業 
人／年 84 84 84 

●令和４(2022)年度までの実績や高齢化の影響を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●引き続き、必要な人材を育成し、派遣体制を確保するため取組を継続していきます。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

（３）日常生活用具給付等事業 

概要 

障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等を行います。 
 

名称 概要 

介護・訓練支援用具 
電動ベッドや空気圧マット等の障害のある方の身体介護を支援

する用具や、障害のある児童が訓練に使用するいす等です。 

自立生活支援用具 
入浴補助用具、聴覚障害者用の屋内信号装置等の障害のある方

の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具です。 

在宅療養等支援用具 
電気式たん吸引器、視覚障害のある方が使用できる体温計等の

在宅での療養等を支援する用具です。 

情報・意思疎通支援用具 

点字器や、あご下にあてることで振動で声を出すことができる

人口喉頭等、その他の障害のある方の情報収集、情報伝達、意

思疎通等を支援する用具です。 

排泄管理支援用具 
便や尿を排泄できなくなった方が排泄物を貯めるため使用する

ストマ用具等の排泄管理を支援する用具や衛生用品です。 

住宅改修 

（居宅生活動作補助用具） 

障害のある方等が居宅で生活する上で必要な基本的な行為、動

作を円滑にする用具で、小規模な住宅改修により設置できるも

のです。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

介護・訓練支援用具 件／年 109 145 118 109 126 100 

自立生活支援用具 件／年 256 294 261 282 267 260 

在宅療養等支援用具 件／年 187 210 188 164 188 220 

情報・意思疎通 

支援用具 
件／年 249 224 249 177 249 236 

排泄管理支援用具 
件／年 28,948 27,525 28,948 28,424 28,948 28,424 

人／年  3,097  3,120  3,120 

住宅改修 

（居宅生活動作補助用具）
件／年 33 26 33 30 33 44 

※令和５(2023)年度の実績は見込み 
 

  



 

282 

第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

 

 

 

 

名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

介護・訓練支援用具 件／年 127 127 127 

自立生活支援用具 件／年 288 288 288 

在宅療養等支援用具 件／年 187 187 187 

情報・意思疎通支援用具 件／年 201 201 201 

排泄管理支援用具 人／年 3,120 3,120 3,120 

住宅改修 

（居宅生活動作補助用具） 
件／年 28 28 28 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●排泄管理支援用具については、令和６(2024)年度以降は年度ごとの推移を比較しやすいよう

に実人数を算定します。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

 

（４）移動支援事業 

概要 

屋外での移動が困難な障害のある方に対し、安全かつ円滑に外出できるようヘルパー

が付き添い、移動について支援を行います。 
 

名称 概要 

移動支援 
社会生活上必要な外出や余暇活動などの社会参加のための外

出を対象に支援を行います。 

通学・通所支援 
学校への通学や、通所施設などへの通所（やむをえない事情が

ある場合に限る）を対象に支援を行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

移動支援 

か所 167 167 173 176 179 176 

人／月 669 477 687 547 705 574 

時間／月 7,404 5,155 7,604 5,596 7,809 5,098 

通学・通所支援 
人／月 77 89 79 98 81 102 

回／月 1,315 1,613 1,350 1,766 1,387 1,940 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 

 

 

 

 

名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

移動支援 

か所 180 184 188 

人／月 609 644 679 

時間／月 5,319 5,539 5,759 

通学・通所支援 
人／月 107 111 115 

回／月 2,017 2,093 2,169 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●今後も制度の見直し等を行うことで、サービスの提供体制の確保を図ります。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

（５）発達障害者支援事業 

概要 

発達障害者支援センター（本市では、「発達相談支援センター」）は、発達障害及びその

疑いのある方やその家族等からの相談を受けて、必要に応じた医学的・専門的な評価、発

達支援・就労支援等の必要な支援の見立て、必要な情報提供、関係機関を交えた支援コー

ディネート等を行います。 

また、地域における発達障害者等が可能な限り身近な場所において支援を受けられる

体制を計画的に整備することを目的として、地域の支援体制の課題及び対応についての

検討を行う発達障害者支援地域協議会の開催や、発達相談支援センター及び発達障害者

地域生活支援マネジャーによる関係機関への助言、研修・啓発活動などを実施します。 

さらに、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム、ペア

レントメンターなどにより、家族や保護者に対する支援を行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

発達相談支援センター 

（相談件数） 
人／年 1,200 1,428 1,200 1,344 1,200 1,300 

発達障害者支援 

地域協議会の開催 
回／年 1 1 1 1 1 1 

発達相談支援センター及び発達

障害者地域生活支援マネジャー

の関係機関への助言 

件／年 100 148 100 114 100 115 

発達相談支援センター及び発達

障害者地域生活支援マネジャー

の外部機関や地域住民への研

修、啓発 

件／年 30 38 30 26 30 30 

ペアレントトレーニングやペア

レントプログラム等の支援プロ

グラム等の受講者数 

人／年 10 12 15 12 15 12 

ペアレントメンターの人数 人／年 40 49 40 49 40 49 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度の実績は見込み 
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名称 単位 
令和６(2024)

年度 

令和７(2025)

年度 

令和８(2026)

年度 

発達相談支援センター（相談件数） 人／年 1,300 1,300 1,300 

発達障害者支援地域協議会の開催 回／年 1 1 1 

発達相談支援センター及び発達障

害者地域生活支援マネジャーの関

係機関への助言 

件／年 120 120 120 

発達相談支援センター及び発達障

害者地域生活支援マネジャーの外

部機関や地域住民への研修、啓発 

件／年 30 30 30 

ペアレントトレーニングやペアレ

ントプログラム等の支援プログラ

ム等の受講者数（保護者）【新規】 

人／年 12 12 12 

ペアレントトレーニングやペアレ

ントプログラム等の支援プログラ

ム等の実施者数（支援者）【新規】 

人／年 2 2 2 

ペアレントメンターの人数 人／年 49 49 49 

ピアサポート活動への参加人数 

【新規】 
人／年 20 20 20 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等については、１回あたりの定員を５人と

し、南部・中部・西部・北部の４地域において実施できる支援者の育成を目指すこととして、

見込量を算定しました。今後は、見込量の確保に向け、実施できる地域の支援者を増やす取組

を推進します。 

●ピアサポート活動への参加人数については、ペアレントメンターによる茶話会形式のメンター

カフェを４地域で実施することとし、見込量を算定しました。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

 

（６）日中一時支援事業 

概要 

障害のある方のニーズに応じて柔軟に利用できる日中活動の場の確保や、家族が一時

的に休息できるようにするための支援を行います。 

 

名称 概要 

日中短期入所 

介護を行う者の疾病などの理由により、居宅において介護を受

けることが一時的に困難となった場合に、一時的に事業所にお

いて介護等を行います。 

障害児・者一時預かり 
日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応すること

ができるよう、指導・訓練を行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

日中短期入所 
か所 3 4 4 4 4 4 

回／月 50 31 51 33 52 51 

障害児・者一時預かり 
か所 29 35 30 41 31 43 

回／月 4,454 5,020 4,658 5,618 4,862 6,115 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 

 

 

 

 

名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

日中短期入所 
か所 4 4 4 

回／月 51 51 51 

障害児・者一時預かり 
か所 45 47 49 

回／月 6,414 6,713 7,012 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

 

（７）福祉ホーム 

概要 

住居が必要な障害のある方に対し、居室及びその他設備などを供与することで、地域

生活を支援します。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

福祉ホーム 
か所 1 1 1 1 1 1 

人／月 10 3 10 3 10 3 

※令和３(2021)年度、令和４(2022)年度は３月実績、令和５(2023)年度は６月実績 

 

 

 

 

名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

福祉ホーム 
か所 1 1  

人／月 3 0  

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●令和７(2025)年度末に事業廃止を予定しているため、令和８(2026)年度の見込量は算定して

いません。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

 

（８）訪問入浴サービス事業 

概要 

家庭で入浴することが困難な重度の身体障害者及び知的障害者の入浴の機会を確保す

るため、自宅での訪問入浴サービスを提供します。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

訪問入浴サービス事業 件／年 7,643 6,888 7,696 6,887 7,749 7,065 

※令和５(2023)年度の実績は見込み 

 

 

 

 

名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

訪問入浴サービス事業 件／年 7,100 7,200 7,300 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

 

（９）社会参加支援事業 

概要 

障害のある方の社会参加を促進するため、スポーツ、レクリエーション、文化・芸術活

動などを行います。 
 

名称 概要 

各種訓練・教室等 

障害者の生活の質の向上や社会参加の促進のため、障害特性に

配慮しながら、必要な知識の習得・訓練及び文化・芸術活動を

行う場を提供します。 

スポーツ大会等 

障害のあるなしに関わらず、誰もが日常的にスポーツに親しめ

る環境づくりを進めるために、パラスポーツの体験会や大会を

開催します。 

普及・啓発イベント、 

相談会等 

障害や障害者に対する関心や理解を深めるために広報紙、啓発

パンフレットの発行を行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

各種訓練・教室等 種類/年 11 7 11 9 11 11 

スポーツイベント 回/年 80 76 80 122 80 125 

普及・啓発イベント、

相談会等 
回/年 4 4 4 4 4 4 

※令和５(2023)年度の実績は見込み 

 

 

 

 

名称 単位 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度 令和８(2026)年度 

各種訓練・教室等 種類/年 11 11 11 

スポーツイベント 回/年 128 128 128 

普及・啓発イベント、 

相談会等 
回/年 4 4 4 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●各種訓練・教室等や普及・啓発イベント、相談会等については、市政だより、広報紙等で生活

訓練事業及び研修会の周知を図り、参加者数が増加するよう広報活動を積極的に推進します。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

 

（10）理解促進・啓発事業 （新規） 

概要 

障害のある方・児童等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」の除去

及び共生社会の実現を図るため、または「心のバリアフリー」の推進を図るため、障害の

ある方・児童や障害特性等に関する理解を深めるための活動等を実施します。 
 

名称 概要 

ヘルプマーク配布・普及事業 

心のバリアフリーの理念に基づき、援助や配慮を必要として

いることが外見では分からない人が、そのことを周囲に知ら

せるために作成された「ヘルプマーク」の配布・普及啓発を

行います。 

 

 

これまでの進捗状況 
 

名称 単位 
令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

ヘルプマーク配布・

普及事業 
枚/年  3,983  6,702  8,000 

※令和５(2023)年度の実績は見込み 
 

 

 

 

名称 単位 
令和６

(2024)年度 

令和７

(2025)年度 

令和８

(2026)年度 

ヘルプマーク配布・普及事業 回／年 8,500 9,000 9,500 

●令和４(2022)年度までの実績等を踏まえ、各見込量を算定しました。 

●引き続き、適切にヘルプマークの調達・配布を行います。 

  

令和８（2026）年度までの見込量 
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第６部 ５ 地域生活支援事業等に関する事項 

（11）雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業 （新規） 

名称 概要 

重度障害者等就労支援特別事業 

重度の障害がある方の就労機会の拡大、就労継続をサポートす

るために、就労時に必要不可欠な支援（重度訪問介護、同行援護

又は行動援護と同等の支援）、通勤時の移動支援を行います。重

度の障害がある方が就労を継続できるよう、引き続き必要な支

援を実施します。 
 

 

（12）川崎市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 （新規） 

名称 概要 

重度訪問介護利用者の大学修学

支援事業 

大学等が重度の障害がある方（重度訪問介護利用者）が修学する

ために必要な支援体制を構築するまでの期間において、修学に

必要な身体介護等を提供します。重度の障害がある方が就学で

きるよう、引き続き必要な支援を実施します。 
 

 

（13）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

※「重点目標２」（245～249 ページ）を参照 
 

 

（14）相談支援体制の充実・強化 

障害のある方が、身近な地域で質の高い相談支援を受けられるよう、相談支援体制を

整備します。 

※「重点目標６」（258～260 ページ）を参照 
 

 

（15）障害福祉サービス等の質の向上 

支給決定情報と請求情報の突合や事業者の届出情報等の確認による二次審査を実施す

るとともに、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指

導監査、都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への参加などにより、障害

福祉サービス等の質の向上と障害福祉制度の適正な運営確保を図ります。 

※「重点目標７」（261～263 ページ）を参照 

 

 



 

 

 


